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議題提案票 （２０１５年） 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 間接侵害規定の創設 

重要度 ◎ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 いわゆる間接侵害については専利法中に規定がなく、民法上の共同権利侵害に

関する規定が準用されている状況と理解しています。 

 例えば、日本においては、間接侵害とは「特許が物の発明についてされている場合

において、その物の生産にのみ使用するものを生産・販売などする行為。」や、「特許が

方法についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産・販売

などする行為。」等、要件が規定されているため、間接侵害の抑止力が働きやすい状況

です。 

しかし、現状の台湾専利法には間接侵害の規定がないため、実質的に第三者は間接

侵害の成否を十分に検討できず、特許権者は間接侵害により第三者を訴えにくいため、

特許権者の保護にかけることとなります。 

 

  

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 間接侵害を規制する規定を設けることを希望します。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

日本国特許法１０１条、韓国特許法１２７条、米国特許法２７１条(c) 
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議題提案票 （２０１５年） 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 専利法における実施行為の定義の追加 

重要度 ◎ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 2008 年５月に改正された専利審査基準第二篇発明専利審査第九章「コンピュータ

プログラム関連発明」によれば、コンピュータプログラム自体も特許の保護対象とし

て実体審査されることとなりました。これにより発明の保護範囲が拡大されたことは

喜ばしく思います。一方でコンピュータプログラムは専利法においては「物品」の発明

として保護されるものと思われますが、現行専利法５８条では物品の発明の専利権

者の権利として、専利権者の許可を得ない特許物品の製造、販売の申出、販売、使

用、輸入の排除しか規定されておりません。コンピュータプログラムは、記録媒体に

記録されて流通することもあれば、電気通信回線を介して流通することもあります

が、現行専利法においては専利権者の許可を得ない電気通信回線を通じたコン

ピュータプログラムの提供行為が専利権の侵害となるのか否かが明確ではありませ

ん。 

 コンピュータプログラムは著作権法でも保護され、無断で複製（デッドコピー）される

などした場合には対処できます。しかしながらプログラムを複製ではなく、自ら独自に

作成することまでは抑えることはできません。例えば特許権者に無断で特許技術を

組み込んだプログラムが作成され、無償公開等された場合、著作権法では侵害を問

うことが出来ません。 

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 専利法５８条において「特許物品」の特許権者の権利として、電気通信回線を通じ

てコンピュータプログラムを提供する行為も加えることを要望いたします。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 
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議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 意匠権存続期間の長期化 

重要度 ◎ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

１．製品寿命の長い製品のデザインには、企業が長期的に実施し続けることにより、

市場で当該デザインがブランド化することで、ユーザにとってブランドイメージをつか

さどる重要な財産となります。 

２．また、意匠権は、最初の権利の類似範囲で、次世代、次々世代製品へ継承され

たデザインを保護しており、その実施期間が総計１０年を超えるものが多数ありま

す。 

３．更には、自ら開発したデザインが十分に権利保護されることは台湾人の出願奨

励にもつながると思料いたします。 

台湾においては出願日から１２年であり、これは諸外国と比較しても短く、修正専利

法案において期間の変更がないことから国際調和の観点からも権利期間の延長を

要望致します。 

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 権利存続期間を２０年に延長していただくよう要望致します。 

 なお、現在台湾では権利期間を 15 年に延長することを検討されていると承知して

おりますが、権利期間を延長することについてはJIPAとして賛同いたします。15年に

延長後も引き続き更なる長期化について検討されることを希望いたします。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

専利法第135条 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

 意匠権の権利保護期間は国際的に長期化の傾向になりつつあり、日本でも平成１

９年に施行された改正意匠法では従来の登録日から１５年の権利存続期間が５年延

長されて２０年となりました。 

 

 また、欧州においては出願から２５年、米国でも登録から１４年の権利保護期間が

それぞれ設定されております。 
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＊意匠権の権利存続期間 

権利期間 起算日が出願日 起算日が登録日 

10 年 中国(CN), インドネシア（ID）, タイ(TH),  

オーストラリア（AU）, アラブ首長国連邦(AE), 

サウジアラビア(SA), チリ(CL), コロンビア

(CO) 

カナダ(CA), 

11 年   

12 年 台湾(TW)  

13 年   

14 年   

15 年 インド(IN),  フィリピン(PH),  シンガポール

(SG), ベトナム(VN), バングラデシュ（BD）, 

アルゼンチン(AR), メキシコ(MX), ウクライナ

(UA), モロッコ(MA), イスラエル(IL),  

ナイジェリア（NG） 

米国(US), ニュージーランド(NZ) 

16 年   

17 年   

18 年   

19 年   

20 年 韓国（KR） 日本(JP) 

21 年   

22 年   

23 年   

24 年   

25 年 香港（HK）, マレーシア(MY), ブラジル(BR), 

スイス(CH), ドイツ(DE), スペイン(ES), フラ

ンス(FR), 英国(GB), イタリア（IT）,  

オーストリア(AT), スウェーデン(SE),  

ノルウェー(NO), ポーランド（PL）, ロシア

（RU）, クロアチア(HR), トルコ（TR）,  

欧州共同体(EM) 
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議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 新規性喪失の例外適用（自己の行為に起因する公表） 

重要度 ○ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

１．発明者による研究成果の早期公表が現有技術となることは、発明者にとって酷に

なります。 

 

２．また、意匠は、販売、展示、見本の頒布等により売れ行きを打診しようとする場合

があるので、広く新規性喪失の例外を認めることが出願人の保護になります。 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

新規性喪失の例外規定に「すべての自己に起因する行為（インターネット、展示会、

製品発売等で自ら製品発表した行為、等）」について適用を受けられることを希望し

ます。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

 日本特許法第３０条、日本実用新案法第１１条、日本意匠法第４条、ドイツ意匠法７

ａ条等では、自己に起因する行為で発明創造が公知になった場合を新規性喪失の

例外行為と規定しています。 
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議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 「秘密意匠制度」の導入または、「公告延期制度」の公告延期期間の長期化・延長 

重要度 ◎ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

１．早期権利化は出願人にとって望ましいことではありますが、一方で、意匠の模倣

は容易であり、公報に意匠図面が掲載されることにより、製品発売以前に当該意匠

が模倣行為に晒される等の弊害ももたらします。 

また、発表前或いは発売前の製品に関する意匠が公に知られた場合、消費者が

次期機種発売を待って現行機種を買い控える等、企業の製品販売戦略に影響を及

ぼすこともあります。 

２．以上のような弊害があっても、先願主義である以上、先願の地位を確保するため

に一日も早い意匠出願手続が必要であり、デザイン開発競争の激しい昨今において

は、早期出願の必要性は重要性を増しており、出願人が出願日を遅らせることで公

報掲載を調整することはできない状況にあります。ビジネス環境やデザイン開発環

境と意匠保護制度の調和を図ることは、台湾人の出願奨励、及び海外企業の台湾

進出・投資増大にもつながるものと思料されます。  

３．現在の公告延期制度は、3ヶ月の延長申請が可能ですが、3ヶ月ですと開発の実

情から、製品の開示（製品発表）の時期を待たずに公告されることが考えられ、上記

と同様の状況が懸念されます。 

 

 そこで、秘密意匠制度の導入または、出願人の意思で法律に定められた特定の期

間内において公告を延期できる仕組みを設け、さらに公告延期期間自体を延長して

いただくことを要望いたします。これらの制度が導入されることによって、上記のよう

な企業の不利益が解消されると思料いたします。 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 「秘密意匠制度」の導入または、「公告延期制度」の公告延期期間の長期化・延長

を要望致します。 

 尚、台湾智慧財産局は2015年4月30日に、意匠出願の「延緩公開制度」について公

聴会を開催されましたが、上述の通りJIPAといたしましては権利付与した意匠の公

開を延期する秘密意匠制度の導入或いは、審査完了後に権利付与と登録公告の双

方を延期する公告延期制度における延期期間の長期化・延長を要望いたします。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

 日本国意匠法第 14 条(登録日より最大 3 年間の秘密請求が可能)、韓国デザイン

保護法 13 条（登録日より最大 3 年の秘密請求が可能）、欧州共同体意匠規則 50 条

1 項(出願日より最大 30 ヶ月の公告繰り延べが可能） 
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議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 水際措置の認定手続きについて 

重要度 ○ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 水際措置として、現在、我々が認識しているところでは、海運輸出入の場合は 1 日

（24 時間）、航空輸出入の場合は 4 時間の拘留が認められております。 しかしなが

ら、これらの時間制限に関しては商標権利者、特に在外の商標権利者にとっては到

底対応できるものではなく、疑義貨物をやむなく通関させざるを得ない事態が生じて

いるのが現状です。また、権利者が権利侵害証明書類を提出する期間については、

現行の規定によると 3 日以内から 6 作業日を最多とすることができるとありますが、

実際は代理人から１日から 3 日以内の対応を求められ、延長を求めた事例はありま

せん。通知を受けた会員の過半数が、期限に間に合わずに疑義貨物を通関させた

経験があります。 

 また、2015 年 7 月 1 日より開始された侵害疑義物品の画像提供については、画像

提供を受けた会員もいますが、画像提供を受けられなかった会員もいます。 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 商標権利者の税関出頭及び認定手続き期限は、航空輸出入・海運輸出入を問わ

ず、少なくとも 6 勤務日程度とするよう希望致します。 

また、税関による疑義貨物発見の権利者への通知に際た画像提供については、

非常にありがたく思います。今後全ての侵害疑義物品の画像が提供されるような運

用を希望します。 

 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

 

 



 8

議題提案票 （２０１５年） 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 損害賠償請求における特許表示義務の廃止 

重要度 △ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

台湾の改正専利法においては、損害賠償請求の要件として特許証番号表示を要

件としております（98 条）。 

しかしながら、特許証番号の表示が権利者の製品・包装になくても、特許発明の

内容は特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、第三者は他人の特許権

等の存在を認識することが可能です。 

また、特許証番号表示を全ての特許製品に求めるのは合理性に欠けております。

「特許番号を表示できない小さな品物の場合」、「一の品物に関連する特許権が多数

ある場合」、「製法特許、方法特許の場合」など、特許発明の内容によって、特許証

番号表示義務の履行が困難なものがあります。このような表示できない発明につい

ては権利効力が制限されることになり、表示可能な発明に比べ保護が不均衡になり

ます。また、包装に特許証番号表示ができることを考慮しても上記問題のすべてが

解決されるものではありません。 

 さらに、特許権を放棄したにもかかわらず、特許表示をしている場合、虚偽表示とも

とられかねず、特許表示を義務付けるのは特許権者にとって酷なものであります。 

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 損害賠償請求の要件の一つ（故意過失の立証の位置づけ）として特許証番号表示

を要件とする規定（98 条）を廃止することを希望します。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

 日本や欧州では特許表示を奨励しているだけであり、義務化しないことによって特

に不都合は生じておりません。 
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議題提案票 （２０１５年） 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 過失推定規程の明記 

重要度 ○ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、

第三者は他人の特許権等の存在を認識することが可能です。 

従って、侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、これ

に注意義務を課せるのは当然のことと思慮いたします。 

 2011 年 11 月 29 日に可決成立の改正専利法 96 条では、専利権者が侵害者に損

害賠償を請求する場合、侵害者の故意又は過失が要件であることが明記されていま

す。よって、損害賠償請求については引き続き故意過失が要件となっています。ま

た、差止請求は故意過失を要件としないように解釈できますが、明文規定は依然あ

りません。 

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 他人の特許権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定す

ること、及び、その推定に基づいて損害賠償請求権、差止請求権などの救済措置が

権利者・実施権者に認められることを専利法上に明記することを希望します。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

特許法第 103 条に過失の推定を規程。 
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議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 マルチのマルチクレームの認容 

重要度 △ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 現在、多重引用した他の従属項等を多重引用する従属項につきましては認めら

れておりません。 

 しかしながら、発明の多面的な保護の観点からこのような従属形式も認められるべ

きであると考えます。一方で、出願人にこのような発明について別出願を望んだ場

合、費用が過大にかかり出願人の負担となります。 

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 マルチのマルチクレームの表現を認めていただけることを希望します。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

日本及び欧州特許協力条約ではこのような従属形式のクレームの表現を認めて

おります。 

尚、多重引用した他の従属項の多重引用を認めた場合に、権利範囲の理解が困

難になるとの懸念が一部ありますが、同様のクレーム表現を認めている日本及び欧

州において大きな問題が生じていないことを申し添えます。 
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議題提案票 （２０１５年） 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 外部審査官制度の完全廃止 

重要度 △ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 外部審査官（兼任専利審査委員）は守秘義務を有するとはいえ、審査に関する未

公開情報を民間人である外部審査官が知りえることは問題となる恐れがあります。

智慧財産局によれば 2006 年時点で 400 名以上であった外部審査官を、2007 年中に

80 名まで削減されたとのことですが、完全廃止に向け継続して外部審査官を削減し

ていただくことを希望します。 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

外部審査官制度の完全廃止を希望します。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

経済部智慧財産局組織条例第 17 条 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 
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議題提案票 （２０１５年） 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 パリ条約、ＰＣＴ等の国際条約加盟に代わる個別協定・運用の導入 

重要度 ◎ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

台湾がパリ条約などの国際条約に未加盟のため、出願手続きの面で、出願人に

負担がかかっています。特に、近年ＰＣＴ活用の機運が高まる中、台湾がＰＣＴに未

加盟であるため、出願人はＰＣＴの利用を希望しても台湾については直接出願をしな

ければなりません。これは台湾外の出願人にとって多大な負担であります。また、台

湾が PCT に非加盟であることを知らない者にとって、自己の PCT 国際出願を台湾に

移行しようとした段階でこれができないことを知り、台湾での特許出願・権利化を断念

する事例もあると承知しています。他方、台湾の出願人は中華人民共和国の国家知

識産権局を受理官庁として PCT を利用した国際出願が事実上可能となっていると承

知しています。従いまして、現状では台湾外の出願人による台湾での特許権等の取

得と、台湾の出願人による台湾外での特許権等の取得を比較すると、PCT の利用可

否の点で大きな差があると考えます。 

一方で、台湾がＰＣＴに加盟すれば、国際調査または国際予備審査の結果の入手

も可能となり、台湾の審査負担の軽減にもつながり、台湾にとっても審査に関する負

担軽減になるものと思慮いたします。 

 尚、国際情勢などから台湾が国際条約に早期加盟することの困難性は十分理解し

ております。そこで、台湾のパリ条約、ＰＣＴ等の国際条約への加盟までは、台湾外

の出願人の利便性を考慮した個別協定或いは運用をご検討いただきたいと思慮しま

す。（このような個別協定或いは運用の例として、2015 年 6 月から運用が開始された

ブダペスト条約に代わる日台特許手続微生物寄託制度等が挙げられます。） 

例えば、台湾外の出願人が国際出願した事実を PCT 規則 24.2 に基づき WIPO か

ら受領した国際出願受理通知書の写しなどを添付して優先日から所定期間内に台

湾に特許出願した場合は、優先日に台湾に出願されたものと擬制し、国際調査報告

書の写しなどを所定期間内に提出した場合は、明細書などの中国語（台湾語）翻訳

文の提出を優先日から 30 月まで猶予するなどをご検討願います。 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 パリ条約、ＰＣＴへの早期加盟を希望します。また、パリ条約、ＰＣＴ等の国際条約

加盟までは、台湾外の出願人の利便性を考慮した個別協定或いは運用の検討願い

ます。尚、台湾智慧財産局は 2015 年 5 月 14 日に、PCT 国際出願の各国段階への

移行の是非に関する公聴会を開催されましたが、上述の通り JIPA といたしましては

国際出願した事実を国際出願受理通知書の写し等を提出して証明した台湾出願に

ついて明細書などの中国語（台湾語）翻訳文の提出期限を優先日から 30 月まで猶

予する制度の新設を希望いたします。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 
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議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 特許権、実用新案権及び意匠権侵害に刑事罰の復活及び非親告罪化 

重要度 △ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 研究開発費が増大している中、特許権、実用新案権及び意匠権の侵害行為によっ

て特許権者、実用新案権者及び意匠権者がこうむる被害は甚大になっております。 

 一方、特許権、実用新案権、意匠権の侵害行為に対する刑事罰の廃止以降、侵害

者は権利者に対する民事責任のみを負いますが、専利権者が侵害者に民事責任を

問う場合、専利権者は侵害行為及び（台湾専利法には過失の推定規定が存在しな

いため）侵害者の故意・過失を立証する必要があります。しかしながら、侵害行為及

び故意･過失を立証することは、民間企業や個人の専利権者にとって一般に相当な

困難が伴い、このことが専利権の侵害を助長するとも考えられます。 

 特許権、実用新案権、意匠権の侵害行為に対して刑事罰が存在していた当時は、

公権力を用いた捜査・捜索により侵害行為及び故意･過失の立証が可能であり、ま

た刑事罰自体に侵害行為に対する抑止効果があったものと考えます。 

 また、上述の通り、研究開発費の増大に伴い、侵害行為により専利権者が被る被

害が甚大になっている 

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 特許権、実用新案権及び意匠権の侵害行為について刑事罰を復活させ、これらを

非親告罪とすることを希望します。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

日本の条文 

特許法１９６条、実用新案権法５６条、意匠法６９条 
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議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 商品形態模倣（デッドコピー）の保護の追加 

重要度 ◎ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 台湾公平交易法第22条の制度趣旨は「商品又は営業（役務）の出所について混同

を防止して、他人が築き上げたグッドウィルの保護を図ることにより市場における競

業秩序を維持すること。」にあると考えられます。従って表示機能（出所識別機能）を

得ることが本法の要件となっております。しかし、市場において出所識別機能という

よりデザイン的な側面で市場を得ているものの保護に欠けるという問題があります。  

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

日本不正競争防止法 2 条 1 項 3 号で規制される「商品形態模倣」の制度趣旨は

「他に選択肢があるにもかかわらず、模倣することは他人の成果に対するただ乗り行

為を規制することにより新商品開発者の労力、費用の成果の保護を図ること。」に有

ると考えられます。周知・混同を要件とせず模倣と日本販売からの一定期間を要件と

して商品形態の保護を図ろうとするものです。 

商品形態自身の知的財産面からの保護として、日本では（１）意匠権（２）立体商標

権（３）実用新案権・特許権（４）著作権における美術工芸品（５）不競法における周知

表示混同惹起行為（６）不競法における商品形態模倣行為が制度として用意されて

おります。 

商品形態の市場価値は流行性が高く、ライフサイクルの短い場合が多く、例えば

意匠権等の権利確定までの時間や、周知性立証までの時間を看過していては、到

底保護されない可能性がでて参ります。そこで日本不競法 2 条 1 項 3 号では、模倣

（依拠および実質的同一 日本不競法 2 条１項 5 号）を要件として日本での商品販売

開始から 3 年（日本不競法 19 条 1 項 5 号イ）に限って保護することにしております。

また判例的には、制度趣旨より商品形態について、著作物性や意匠権登録要件に

限定されないため他の知的財産法では保護されえない商品形態であっても、他人の

成果へのただ乗りと評価をされるもの、例えばセット物の形態（タオルセット事件 大

阪地裁平成 10 年９月１０日 

平成７年（ワ）第 10247 号）、商品の内部形状であっても、需要者が通常内部構造

を観察した上で購入を決定する商品の形態（ショルダーバック事件 東京高裁 平成

13 年９月 26 日平成 13 年（ネ）第 1073 号）まで認められております。 

以上のようにライフサイクルの短い流行性の高い商品形態の商品開発者の保護を

図るとともに、他法では保護されないような形態の保護を図るためにも、日本不競法

2 条 1 項 3 号と同様な制度の導入を望みます。 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

公平公易法２２条 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

日本 不正競争防止法 2 条 1 項 3 号 
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 議題提案票 （２０１５年） 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 智慧財産局ウェブサイト商標検索における商標公報の記載情報 

重要度 △ 新規／継続 継続 

現状／問題点 

 智慧財産局ウェブサイトにおいて、商標検索で得られた英語版商標公報の記載情

報では、中国語版検索結果より記載情報が少なく、代理人情報、権利不要級の有

無、商品・役務名等の記載がされておりません。 

 なお、当該ウェブサイトには日本語版検索も用意されております。 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 智慧財産局ウェブサイトにおいて、日本語版および英語版検索結果の公報記載情

報にこれら status 情報（拒絶理由の条文、権利不要級の有無、等）を充実させるとと

もに、日本語版・英語版検索と中国語版検索とで同じ結果が得られるよう、出願人へ

のサービス向上のために改善を希望する。 

 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

 

 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 
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議題提案票 （２０１５年）現状を再確認 
 

記入者 

会社名 一般社団法人日本知的財産協会 アジア戦略プロジェクト 

担当者  

連絡先 

 

 

  

対象 台湾 

件名 発明専利出願の初審特許査定後の分割出願可能な期間の長期化 

重要度 ○ 新規／継続 新規 

現状／問題点 

 従来、発明専利出願について特許査定を受けた後は分割出願をすることはできま

せんでしたが、2012 年の専利法改正により、現在は初審の特許査定の送達から 30

日以内に出願人は分割出願ができるようになりました。この特許査定受領後の分割

出願の認容は JIPA としても長年要望してきた事項であり改正を歓迎しております。 

しかしながら、台湾の代理人を介して特許査定を受領する外国出願人にとっては、

特許査定送達から 30 日という分割出願期限は分割出願の要否を判断するには十分

な時間とは言えません。また、この特許査定受領後の分割出願期限は特許料納付

期限（特許査定送達から 3 ヶ月）と相違しており、出願人の期限管理が煩雑になって

おります。 

 

改善要望 

（次善の改善

提案も可） 

 特許査定を受けた後の分割出願期限を、特許料納付期限（特許査定送達から 3 ヶ

月）と同一としていただくことを希望します。これが難しい場合は、後述する日本、中

国大陸等と合わせて特許査定送達から 2 ヶ月としていただくことを希望します。 

 

関連する 

法令等 

＜関連法令＞ 

台湾専利法第 34 条第 2 項第 2 款、同第 52 条第 1 項 

 

備考 

（日本又は他

国の状況等） 

日本では特許査定後の分割出願期限は特許料納付期限（出願人の申請により特

許査定送達から最大60日）と同一となっています。また、中国大陸においても特許査

定後の分割出願期限は特許料納期限（特許査定送達から2 ヶ月）と同一です。さらに

韓国においても特許査定後の分割出願期限は特許料納期限（特許査定送達から

3 ヶ月）と同一です。 

 

日本特許法第 44 条第 1 項第 2 号及び第 5 項、同第 108 条第 1 項及び第 3 項 

中国専利法実施細則第 42 条第 1 款、同 54 条第 1 款 

韓国特許法第 52 条第 1 項第 3 号 

 

 

 


